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教
育
機
関
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
並
び
に
博
物
館
の
登
録
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
教
育
長

安

田

浩

幸

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

教
育
機
関
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
並
び
に
博
物
館
の
登
録
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
教
育
機
関
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

教
育
機
関
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
美
術
ホ
ー
ル
の
使
用
の
対
象
と
な
る
事
業
）

（
美
術
ホ
ー
ル
の
使
用
の
対
象
と
な
る
事
業
）

第
三
十
五
条

美
術
館
の
美
術
ホ
ー
ル
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に

第
三
十
五
条

美
術
館
の
美
術
ホ
ー
ル
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に

は
使
用
さ
せ
な
い
も
の
と
す
る
。

は
使
用
さ
せ
な
い
も
の
と
す
る
。

一
・
二

略

一
・
二

略

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
博
物
館
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
博
物
館
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
八
十
五
号)

第
三
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
業
で
教
育
長
が
適

二
百
八
十
五
号)

第
三
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
業
で
教
育
長
が
適

当
と
認
め
た
も
の

当
と
認
め
た
も
の

（
博
物
館
の
登
録
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

博
物
館
の
登
録
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
目
的
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。)

第
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
博
物
館
の

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。)

第
十
六
条

の
規
定
に
基
き

、
博
物
館
の

登
録
（
以
下
「
登
録
」
と
い
う
。)

に
関
し

必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と

登
録
（
以
下
「
登
録
」
と
い
う
。)

に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
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を
目
的
と
す
る
。

を
目
的
と
す
る
。

（
登
録
申
請
書
）

（
登
録
申
請
書
）

第
二
条

法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
申
請
書
は
、
様
式
第
一
号
に
よ

第
二
条

法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
申
請
書
は
、
様
式
第
一
号
に
よ

る
。

る
。

２

法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
申
請
書
に
添
付
す
る
博
物
館
資

２

法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
申
請
書
に
添
付
す
る
博
物
館
資

料
の
目
録
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
。

料
の
目
録
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
。

（
登
録
原
簿
）

（
登
録
原
簿
）

第
三
条

法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
博
物
館
登
録
原
簿
は
、
様
式
第
三
号
に
よ

第
三
条

法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
博
物
館
登
録
原
簿
は
、
様
式
第
三
号
に
よ

る
。

る
。

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
四
条

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
は
、
様
式
第
四
号
に
よ

第
四
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
は
、
様
式
第
四
号
に
よ

る
。

る
。

（
廃
止
の
届
出
）

（
廃
止
の
届
出
）

第
五
条

法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
は
、
様
式
第
五
号
に
よ
る
。

第
五
条

法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
は

様
式
第
五
号
に
よ
る
。

（
公
示
）

（
公
示
）

第
六
条

教
育
委
員
会
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
秋

第
六
条

教
育
委
員
会
は
左
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
場
合
に
は

、
秋

田
県
公
報
に
登
載
し
て
公
示
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

田
県
公
報
に
登
載
し
て
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
し
た
と
き
。

一

法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
し
た
と
き
。

二

法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
登
録
を
し
た
と
き
。

二

法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
登
録
を
し
た
と
き
。

三

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
し
た
と
き
。

三

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
し
た
と
き
。

四

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
抹
消

し
た
と
き
。

四

法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
ま
つ
消
し
た
と
き
。

’

’

様
式
第
一
号
中
「
博
物
館
法
第

条
」
を
「
博
物
館
法
第

条
」
に
、
様
式
第
四
号
中
「
博
物
館
法
第

条
」
を
「
博
物
館
法
第

条
」
に
、
様
式
第
五
号
中
「
博

11

12

13

15

物
館
法
第

条
」
を
「
博
物
館
法
第

条
」
に
改
め
る
。

15

20
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


